
政
府
管
掌
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯

決
議

平
成
二
十
六
年
六
月
三
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
国
民
の
年
金
制
度
に
対
す
る
信
頼
性
を
高
め
る
た
め
、
公
的
年
金
に
関
す
る
広
報
、
教
育
活
動
に
つ
い
て
の
取
組
を
拡
充

す
る
と
と
も
に
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
の
向
上
と
、
厚
生
年
金
保
険
の
未
適
用
事
業
所
の
把
握
に
向
け
て
、
引
き
続

き
努
力
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
年
金
保
険
料
の
徴
収
の
適
切
な
実
施
や
国
税
庁
へ
の
滞
納
処
分
権
限
の
委
任
制
度
の
活
用
な

ど
、
確
実
か
つ
効
率
的
な
収
納
体
制
や
組
織
体
制
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
是
正
に
向
け
て
、
更
な
る
対
策
を

講
じ
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
財
政
検
証
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
制
度
見
直
し
の
検
討
に
資
す
る
よ
う
、
適
宜
、
適
切
な
情
報

提
供
を
行
う
こ
と
。

二
、
納
付
猶
予
制
度
に
お
け
る
対
象
の
拡
大
に
際
し
て
は
、
将
来
の
低
年
金
・
無
年
金
者
の
増
加
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
猶

予
後
も
適
切
な
取
組
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
を
確
保
す
る
こ
と
。



三
、
年
金
記
録
の
訂
正
手
続
に
つ
い
て
は
、
民
間
有
識
者
か
ら
な
る
合
議
体
の
審
議
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
訂
正
す
る
手

続
を
創
設
す
る
に
当
た
っ
て
、
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
に
よ
る
手
続
と
比
較
し
国
民
に
不
利
益
が
及
ば
な
い
よ
う
適

切
な
制
度
及
び
体
制
の
構
築
を
行
う
と
と
も
に
、
未
統
合
記
録
の
う
ち
未
解
明
な
年
金
記
録
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
解
明
に

向
け
た
継
続
的
な
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
。

四
、
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
に
占
め
る
被
用
者
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の

確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
早
期
に
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
厚
生
年
金
保
険
及

び
健
康
保
険
の
適
用
範
囲
の
更
な
る
拡
大
に
努
め
る
こ
と
。

五
、
年
金
積
立
金
は
将
来
の
年
金
給
付
の
貴
重
な
財
源
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
年
金
被
保
険
者
の

利
益
に
即
し
た
安
全
か
つ
効
率
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
万
全
を
期
す
こ
と
。
ま
た
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人

の
職
員
の
専
門
性
向
上
に
努
め
る
な
ど
、
必
要
な
組
織
及
び
体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


